
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
重量比で、Ｃ：０．５～０．７５％、Ｓｉ：０．５～１．８％、Ｍｎ：０．１～１．５％
、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．０２０％以下、Ａｌ：０．０１９～０．０５％、Ｏ：
０．００１５％以下、Ｎ：０．００３～０．０１５％を含有し残部Ｆｅ及び不可避的不純
物よりなる鋼材からなり、Ａｃ３－１００℃以上Ａｃ３＋２００℃以下の温度域での加熱
とその温度域における加工率７０％以上の鍛造と０．００５℃／ｓ以上の冷却速度による
冷却とを経て高周波焼入及び焼もどし処理を施して得ることを特徴とする高周波焼入部品
。
【請求項２】
前記鋼材は、組成中にさらに、重量比で、Ｍｏ：０．０５～０．５％、Ｂ：０．０００３
～０．００５％、Ｔｉ：０．００５～０．０５％、Ｎｉ：０．１～１．０％の一種以上を
含有していることを特徴とする請求項１記載の高周波焼入部品。
【請求項３】
前記鋼材は、組成中にさらに、重量比で、Ｖ：０．００５～０．５％、Ｎｂ：０．０１～
０．５％の少なくとも一種を含有していることを特徴とする請求項１記載の高周波焼入部
品。
【請求項４】
前記鋼材は、組成中にさらに、重量比で、Ｍｏ：０．０５～０．５％、Ｂ：０．０００３
～０．００５％、Ｔｉ：０．００５～０．０５％、Ｎｉ：０．１～１．０％の一種以上と
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Ｖ：０．００５～０．５％、Ｎｂ：０．０１～０．５％の少なくとも一種とを含有してい
ることを特徴とする請求項１記載の高周波焼入部品。
【請求項５】
前記鋼材中の酸化物系非金属介在物個数が２．５／ｍｍ２ 　 以下でかつその最大サイズが
１９μｍ以下である請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の高周波焼入部品。
【請求項６】
前記鋼材は、鋳造後の鋼片より断面減少率で９５％以上の圧延により製造されたものであ
ることを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれかに記載の高周波焼入部品。
【請求項７】
重量比で、Ｃ：０．５～０．７５％、Ｓｉ：０．５～１．８％、Ｍｎ：０．１～１．５％
、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．０２０％以下、Ａｌ：０．０１９～０．０５％、Ｏ：
０．００１５％以下、Ｎ：０．００３～０．０１５％を含有し残部Ｆｅ及び不可避的不純
物よりなる鋼材を、Ａｃ３－１００℃以上Ａｃ３＋２００℃以下の温度域に加熱し、その
温度域において加工率７０％以上の鍛造を施し、次いで０．００５℃／ｓ以上の冷却速度
により冷却し、その後高周波焼入及び焼もどし処理を施すことを特徴とする高周波焼入部
品の製造方法。
【請求項８】
前記鋼材は、組成中にさらに、重量比で、Ｍｏ：０．０５～０．５％、Ｂ：０．０００３
～０．００５％、Ｔｉ：０．００５～０．０５％、Ｎｉ：０．１～１．０％の一種以上を
含有していることを特徴とする請求項７記載の高周波焼入部品の製造方法。
【請求項９】
前記鋼材は、組成中にさらに、重量比で、Ｖ：０．００５～０．５％、Ｎｂ：０．０１～
０．５％の少なくとも一種を含有していることを特徴とする請求項７に記載の高周波焼入
部品の製造方法。
【請求項１０】
前記鋼材は、組成中にさらに、重量比で、Ｍｏ：０．０５～０．５％、Ｂ：０．０００３
～０．００５％、Ｔｉ：０．００５～０．０５％、Ｎｉ：０．１～１．０％の一種以上と
Ｖ：０．００５～０．５％、Ｎｂ：０．０１～０．５％の少なくとも一種とを含有してい
ることを特徴とする請求項７に記載の高周波焼入部品の製造方法。
【請求項１１】
前記鋼材中の酸化物系非金属介在物個数が２．５／ｍｍ２ 　 以下でかつその最大サイズが
１９μｍ以下である請求項７ないし請求項１０のいずれかに記載の高周波焼入部品の製造
方法。
【請求項１２】
前記鋼材は、鋳造後の鋼片を断面減少率９５％以上で圧延してなることを特徴とする請求
項７ないし請求項１１のいずれかに記載の高周波焼入部品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，高周波焼入部品及びその製造方法に関し、特に、従来は炭素鋼に浸炭，窒化な
どの表面処理を施すことにより製造される歯車等の部品に好適に適用できるものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、自動車，産業機械に用いられる歯車は、０．２％程度の炭素を含有する浸炭用合金
鋼に鍛造，切削，旋削，歯切りを順に施すことにより所定の形状に加工し、その後に浸炭
焼入れ焼戻し処理を行って歯車として必要な機能を確保するという方法で製造されている
。このような浸炭プロセスによる製造は従来の歯車製造工程の主流となっているが、浸炭
には８００から９５０℃程度の温度で数時間の処理が必要なため、歯車製造ライン中に組
み入れることが困難であり、生産性を向上させることに限界がある。その結果、製造コス
トの低減にも自ずから限度が生じていた。
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【０００３】
また、浸炭は通常、ガス浸炭法によるのが一般的であるが、ガス浸炭時に被処理材の表面
層に不可避的に表面異常層が発生し、この異常層が疲労強度及び衝撃特性を低下させるた
めに、疲労強度及び衝撃特性の向上に限度があった。また、浸炭焼入れ時に発生する熱処
理歪みにより被処理材に変形が生じるため、熱処理条件の厳密な制御が要求される。
【０００４】
上記した従来の浸炭焼入れ焼戻し処理に伴う問題点を克服するために、浸炭プロセスを前
提として、鋼材中のＳｉ，Ｍｎ，Ｃｒの量を減らすと共にＭｏ，Ｎｉ等を添加することに
よりガス浸炭時に発生する表面異常層を低減し、疲労強度及び衝撃特性の改善を意図した
高強度浸炭用鋼が開発されるに至っている。しかしその場合も、高価な合金元素を多量に
用いるために鋼材コストの上昇を招くとともに被削性等の加工性を劣化させるため、高強
度化は図れるものの製造コストの上昇を招くという問題がある．
また，ＪＩＳ規格ＳＣＭ４３５及びＳ５５Ｃ等の機械構造用合金鋼及び炭素鋼を用いて、
浸炭焼入プロセスよりも生産能率が高い高周波焼入による歯車の製造が試みられているが
、これらの鋼は本来、歯車への適用を考慮して決定された化学組成でないために、浸炭プ
ロセスにより製造される歯車のごとく自動車のトランスミッションやデファレンシャルに
用いられる高強度の歯車への適用は困難であり、比較的低強度の歯車のみへの適用に留ま
っている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
こうした高強度部品を製造する際の従来の諸問題を解決するために、たとえば特開昭６０
‐１６９５４４号公報には、鋼の化学組成を特定の範囲に規制することにより高周波焼入
プロセスによる高強度の歯車製造を可能とする技術が開示されている。
【０００６】
しかしながら、本発明者らの検討によれば、前記特開昭６０‐１６９５４４号公報に開示
の技術では、鋼中に存在する非金属介在物のサイズが大きくて、歯車用鋼等に要求される
疲労強度及び転動疲労寿命が確保できないという未解決の課題がある。
【０００７】
また、上記公報に開示の化学組成では、従来の浸炭用鋼に比較して被削性が極端に低く、
浸炭焼入れより高周波焼入れへのプロセスの変更による生産性の向上に限度があるという
他の未解決の課題がある。
【０００８】
本発明は、このような従来技術の未解決の課題に着目してなされたものであり、生産性の
良い高周波焼入による歯車等の製造に好適で、しかも従来の浸炭プロセスで製造される歯
車に比較して、切削性などに関して同等以上の特性を確保することが可能な高周波焼入部
品およびその製造方法を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記の目的を達成するために、歯車に要求される特性を高周波焼入プロセ
スにおいて確保するための鋼材の化学組成を検討し、以下のような知見を得るに至った。
【００１０】
すなわち、歯車には，歯元強度，歯面強度及び衝撃特性が要求される。
歯元強度は歯部が繰り返し応力を受け歯元部から疲労破壊を生じない最大の応力を意味す
る。この歯元強度は回転曲げ等の疲労試験による疲労強度と良い相関が有ることから、本
発明者らは回転曲げ疲労試験により鋼材化学組成を検討した。
【００１１】
疲労強度に影響を与える基本的な因子は、材料の硬さ及び非金属介在物である。材料硬さ
が低下すると疲労強度も低下する。この材料の硬さについて浸炭焼入材とほぼ同等の値を
高周波焼入により確保しようとすると、約０．５重量％程度以上の炭素含有量（Ｃ量）が
必要である。
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【００１２】
疲労強度を向上させるためには、そればかりでなくオーステナイト粒径を細粒にすること
が有効になる。その理由は、疲労亀裂が旧オーステナイト粒径に沿って伸展していくため
、これを細粒にすることにより疲労亀裂伝播に対する抵抗が増加することの他に、粒界に
偏析してこれを脆化させるＰ等の元素の濃度が細粒化により減少するからである。そのオ
ーステナイトの細粒化に対しては、急速短時間加熱の処理である高周波焼入が極めて有効
である。また、オーステナイト粒の成長を抑制する析出物を形成するＮ，Ａｌ等の添加に
より一層細粒化が促進され、疲労強度の向上に有効である。
【００１３】
また、素材硬さを得るためには、焼入性を確保するとの観点から合金元素の添加が必要と
なる。これらの合金元素は歯車のサイズに応じて適正量添加すれば良い。
【００１４】
さらに、疲労強度を向上させるためには、上記したような素材硬さを確保するのみでは不
十分であり、非金属介在物の低減も必要である。
すなわち、素材硬度を確保することができても、酸化物系非金属介在物が存在すると、こ
の部分から疲労破壊を生じ、極めて疲労強度が低下するからである。特に、アルミナのよ
うな硬質な非金属介在物は有害であり，このためには含有酸素量（Ｏ量）の低減が必須で
ある。本発明者らの検討によれば、Ｏ量を０．００１５重量％以下にすることが少なくと
も必要であるが、それのみでは不十分である。
【００１５】
さらに本発明者らが検討した結果、従来の浸炭処理材と同等の疲労強度を確保するために
は、酸化物の個数およびサイズを限定することが必要なことが明らかとなった。非金属介
在物が存在すると、これを起点として疲労破壊が進行することは先述したとおりであるが
、非金属介在物が大きいほどその介在物に発生する応力集中の程度が顕著となり、疲労初
期亀裂が容易に発生する。
【００１６】
また、その初期亀裂も、非金属介在物が大きく応力集中の程度が大きい程顕著である。大
きな初期亀裂がいったん発生すると、疲労亀裂は迅速に進展して疲労破壊に至る。本発明
者の検討によれば、従来の浸炭焼き入れ材以上の疲労強度を確保するためには、１９μｍ
を越えるサイズの酸化物系非金属介在物が存在しないことが必要なことが解った。
【００１７】
更に、非金属介在物個数の影響を検討した結果、非金属介在物が１９μｍ以下であっても
、その個数が２．５個／ｍｍ２ 　 を越えて存在すると、従来の浸炭焼き入れ材と同程度の
疲労強度は得られないことが判明した。これは、非金属介在物が小さい場合、その部分よ
り発生する初期亀裂は小さいが、これが成長すると他の非金属介在物より発生した疲労亀
裂と合体して大きな疲労亀裂となり、その後急速に疲労亀裂は成長して短時間で疲労破壊
に至るためである。
【００１８】
以上述べたとおり、疲労強度の確保のためには、Ｏ量の限定のみでなく酸化物系非金属介
在物の個数およびサイズの制御が必須である。
さらに、本発明者らは、酸化物系非金属介在物の量及びサイズを上記の範囲に低減する方
法を検討した。その結果、鋼中のＯ量を１５ｐｐｍ以下に制限することにより、酸化物系
非金属介在物の量は目標とする２．５個／ｍｍ２ 　 以下に低減できることが判明したが、
サイズについてはＯ量の規定のみでは不十分である。本発明者らは、鋳造時の鋳片サイズ
より最終的に鋼材に圧延する際の断面減少率が非金属介在物サイズと強い相関を持ち、当
該断面減少率が増加するにしたがって非金属介在物サイズが減少することを見いだした。
これは、圧延により、粗大な非金属介在物が機械的に砕かれることによるものである。そ
の結果、目標とする１９μｍ以下のサイズとするには、Ｏ量を１５ｐｐｍ以下に制御した
鋼では、断面減少率として９５％以上の圧下が必要なことが判明した。
【００１９】
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一方、歯車の歯面部には、繰り返し接触応力により、ピッチングと呼ばれる疲労損傷が生
じる。これが生じると歯車は正常な機能を発揮することが困雛となるので、歯面強度が必
要とされる。
【００２０】
この歯面強度は、転動疲労試験との相関が良好であり，この試験により評価することが可
能である。ただし、歯車の場合には歯面部に相対すべりが発生するので、その摩擦により
著しい温度上昇が生じる。この温度上昇により鋼材は軟化し、ピッチングが発生する。こ
れを抑制するためには、鋼の焼もどし軟化抵抗を高めるＳｉ，Ｍｏ，Ｖ及びＮｂ等の添加
が有効であり、これらの添加により歯面強度を高めることができる。
【００２１】
また、転動疲労寿命に関しては、疲労強度と同様に酸化物系非金属介在物の量及びサイズ
が影響するが、上記したＯ量の制御と共に鋳片より最終鋼材に圧延する際の断面減少率を
制御することにより非金属介在物の量及びサイズを制御すれば、従来の浸炭鋼と同程度の
転動疲労寿命を確保することができることが判明した。
【００２２】
歯元に衝撃的な荷重が作用した場合、鋼材の衝撃特性が低いと歯元部より歯が折損し、歯
車のみならず歯車の組み込まれている機械全体が回復が困難な損傷を受けるにいたる。こ
のため衝撃特性は極めて重要な特性である。
【００２３】
衝撃特性に影響を及ぽす因子としてはＣ量が最も影響が大きい。しかし、浸炭プロセスを
経て浸炭を施された部分のＣ濃度は約０．８重量％程度であるのに対し、高周波焼入によ
り同等の鋼材硬さを得るために必要なＣ濃度は０．５～０．７重量％程度であるので、衝
撃特性確保の観点からは高周波焼入が有利である。しかしながら、衝撃特性に影響を及ぼ
す因子はそればかりでなく、高周波焼入時のオーステナイト粒径及び粒界に偏析したＰ等
の不純物元素も影響を及ぼすから、γ粒径細粒化及びＰ等の不純物元素の低減が衝撃特性
向上の上でも有効である。しかし、非硬化部のみを比較すると浸炭用鋼の方がＣ量が０．
２重量％程度と低く、他方、高周波焼入に適用するためにはＣ量を０．５～０．７５重量
％と増大させる必要があるので、非硬化部に関しては従来の浸炭鋼の方が有利である。
【００２４】
歯車全体として見た場合、これらの因子の作用で衝撃特性が決定されるので、高周波焼入
用途鋼では、非硬化部の衝撃特性を向上させておくことが重要である。そこで本発明者ら
は更に非硬化部の衝撃特性向上の方策を検討した結果、鋼素材より歯車への鍛造工程にお
ける鍛造温度及びその後の冷却速度を規定することにより、歯車全体の衝撃特性を一層向
上させ得ることを見いだした。
【００２５】
一般に鋼材の衝撃特性は鋼のミクロ組織を微細化することにより達成されるが、本発明者
らの検討では、鍛造温度域をＡｃ３－１００℃～Ａｃ３＋２００℃以上の範囲とし、この
温度域での加工率を７０％とし、さらにその後の冷却速度を０．００５℃／ｓ以上とする
ことが最も組織の微細化に有効であるとの知見を得た。
【００２６】
上記したような歯車として必要とされる特性を確保するのみの対応では、高周波焼入れに
よる歯車の製造には不十分であり、加工性特に被削性の確保が重要である。
【００２７】
浸炭プロセスの場合には、低Ｃ鋼が使用されるため、浸炭焼入前の状態では比較的高い被
削性を持っている。一方、高周波焼入プロセスの場合には、浸炭鋼よりも高炭素化が必要
となり、被削性確保の点で極めて不利である。
【００２８】
そこで、本発明者らは高炭素鋼における被削性に及ぽす諸因子を検討した結果、以下のよ
うな知見を得るに至った。すなわち、Ｃ：０．５％以上の鋼においては、快削性元素を一
定とした場合、最も被削性に影響を及ぽす因子はそのミクロ組織である。特に、フェライ
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ト量とパーライトの形態が最も顕著な影響を及ぼすことが解った。
【００２９】
すなわち高炭素鋼の場合、ミクロ組織としてはフェライトーパーライト組織となるが、フ
ェライトが増加すると被削性は向上する。フェライト量が増加することにより鋼材の硬さ
が減少することと、切削時の亀裂の発生部であるフェライト／パーライトの界面が増加す
ることにより、被削性が向上するのである。
【００３０】
一方、パーライトの形態も極めて大きな影響を及ぽす。すなわち、パーライトラメラーが
層状に良く発達した組織の場合、パーライト部の延性が高く、切削時の亀裂の発生部はフ
ェライト／パーライトの界面に限定される。しかし、ラメラーが発達していない組織の場
合には、切削時に変形を受ける部分ではフェライト／パーライトの界面の他に、パーライ
ト中のセメンタイト／フェライト界面からも亀裂が容易に発生するようになる。このこと
により、被削性が飛躍的に向上するのである。このような未発達のパーライトを形成させ
るためには、鋼中の合金元素の選択及び適正化が必要であり、変態点を低下させてラメラ
ーの層状化を促進するＭｎ及びＣｒの低減が極めて効果的である。また、Ｍｏの添加は、
ラメラーの層状化を抑制し、セメンタイトの分断された組織を形成させるので、被削性の
向上に有効である。
【００３１】
本発明は以上の知見をもとになされたものであって、その要旨とするところは以下の通り
である。
すなわち、
重量比で、Ｃ：０．５～０．７５％、Ｓｉ：０．５～１．８％、Ｍｎ：０．１～１．５％
、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．０２０％以下、Ａｌ：０．０１９～０．０５％、Ｏ：
０．００１５％以下、Ｎ：０．００３～０．０１５％を含有し、
さらに必要に応じて、
Ｍｏ：０．０５～０．５％、Ｂ：０．０００３～０．００５％、Ｔｉ：０．００５～０．
０５％、Ｎｉ：０．１～１．０％およびＶ：０．００５～０．５％、Ｎｂ：０．０１～０
．５％の少なくとも一種以上を含有し、残部Ｆｅ及び不可避的不純物よりなる鋼材からな
り、
Ａｃ３－１００℃以上Ａｃ３＋２００℃以下の温度域での加熱とその温度域における加工
率７０％以上の鍛造と０．００５℃／ｓ以上の冷却速度による冷却とを経て高周波焼入及
び焼もどし処理を施して得ることを特徴とする高周波焼入部品である。
【００３２】
ここで、
前記鋼材は、存在する酸化物系非金属介在物の個数が２．５／ｍｍ２ 　 以下でかつその最
大サイズが１９μｍ以下のものとすることができる。
【００３３】
また、前記鋼材は、鋳造後の鋼片より断面減少率で９５％以上の圧延により製造されたも
のとすることができる。
本発明の製造方法に係る発明の要旨とするところは、
重量比で、Ｃ：０．５～０．７５％、Ｓｉ：０．５～１．８％、Ｍｎ：０．１～１．５％
、Ｐ：０．０２０％以下、Ｓ：０．０２０％以下、Ａｌ：０．０１９～０．０５％、Ｏ：
０．００１５％以下、Ｎ：０．００３～０．０１５％を含有し、
さらに必要に応じて、
Ｍｏ：０．０５～０．５％、Ｂ：０．０００３～０．００５％、Ｔｉ：０．００５～０．
０５％、Ｎｉ：０．１～１．０％およびＶ：０．００５～０．５％、Ｎｂ：０．０１～０
．５％の少なくとも一種以上を含有し、残部Ｆｅ及び不可避的不純物よりなる鋼材を、
Ａｃ３－１００℃以上Ａｃ３＋２００℃以下の温度域に加熱し、その温度域において加工
率７０％以上の鍛造を施し、次いで０．００５℃／ｓ以上の冷却速度により冷却し、その
後高周波焼入及び焼もどし処理を施すことを特徴とする高周波焼入部品の製造方法である
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。
【００３４】
ここで、
前記鋼材は、存在する酸化物系非金属介在物の個数が２．５／ｍｍ２ 　 以下でかつその最
大サイズが１９μｍ以下のものとすることができる。
【００３５】
また、前記鋼材は、鋳造後の鋼片を断面減少率９５％以上で圧延して製造することができ
る。
【００３６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を述べる。
まず、本発明に用いる鋼材の成分等の限定理由について説明する。
【００３７】
〔Ｃ：０．５～０．７５％〕
Ｃは高周波焼入により従来の浸炭鋼と同程度の表面硬さを得るために必須の成分であり、
少なくとも０．５％以上の添加が必要である。しかし、０．７５％を超えて添加すると、
歯車に必要とされる衝撃特性及び被削性が劣化するので、０．７５％までの添加とする。
【００３８】
〔Ｓｉ：０．５～１．８％〕
Ｓｉは焼もどし軟化抵抗を向上させる元素である。このことにより歯面強度を向上させる
が、従来の浸炭プロセスによる歯車と同程度の歯面強度を確保するためには、少なくとも
０．５％以上の添加が必要である。しかし、１．８％を超えて添加すると、フェライトの
固溶硬化により硬さが上昇し被削性の低下を招くので１．８％以下の添加とする．
〔Ｍｎ：０．１～１．５％〕
Ｍｎは焼入性を向上させ、高周波焼入時の硬化深さを確保する上で必須の成分であり積極
的に添加するが、０．１％未満の添加ではその効果に乏しい。一方、１．５％を超えて添
加すると、高周波焼入後の残留オーステナイトを増加させることにより、かえって表面硬
度を低下させ疲労強度及び転動疲労寿命を低下させるので１．５％以下の添加とする。も
っとも、焼入れ性を向上させながら、しかも高周波焼入れ後の残留オーステナイトの増加
を確実に抑えて疲労強度及び転動疲労寿命の低下を防止するために、好ましくはＭｎ添加
量を０．１～０．４％とする。
【００３９】
〔Ｐ：０．０２０％以下〕
Ｐはオーステナイトの粒界に偏析し、粒界強度を低下させることにより歯元強度を低下さ
せるばかりでなく、同時に衝撃特性を低下させるのでできるだけ低下させることが望まし
いが０．０２０％まで許容される。好ましくは０．０１５％以下である。
【００４０】
〔Ｓ：０．０２０％以下〕
ＳはＭｎＳを形成し、これが疲労破壊の起点となることにより疲労強度を低下させるが、
他方でＭｎＳは被削性を向上させる元素でもあるので０．０２０％以下の添加は許容され
る。
【００４１】
〔Ａｌ：０．０１９～０．０５％〕
Ａ１は脱酸に有効な元素であり、低酸素化のために有用な元素であるとともに、Ｎと結合
してＡｌＮを形成し、これが高周波加熱時のオーステナイト粒の成長を抑制する。これに
より衝撃特性及び歯元疲労強度を向上させるので積極的に添加するが、０．０１９％未満
の添加ではその効果が小さく、一方０．０５％を超えて添加してもその効果が飽和するの
で０．０１９～０．０５％の添加とする。
【００４２】
〔Ｎ：０．００３～０．０１５％〕
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ＮはＡｌと結合してＡｌＮを形成する。これが高周波加熱時のオーステナイトの成長を抑
制することにより、衝撃特性及び疲労強度を向上させるので積極的に添加するが、０．０
０３％未満の添加ではその効果が小さく、一方０．０１５％を超えて添加すると熱間変形
能を低下させることにより連続鋳造時に鋳片の表面欠陥を著しく増加させるので０．００
３～０．０１５％の添加とする。もっとも、Ｎによる衝撃特性及び疲労強度の向上の効果
を確実に得るためには、Ｎ量の下限値を０．００６％とするのが好ましい。
【００４３】
本発明においては、上記の化学組成の他に、さらに
Ｍｏ：０．０５～０．５％、Ｂ：０．０００３～０．００５％、Ｔｉ：０．００５～０．
０５％、Ｎｉ：０．１～１．０％の一種以上を含有させることができる。
【００４４】
これらの元素の作用及び限定理由は、以下の通りである．
〔Ｍｏ：０．０５～０．５％〕
Ｍｏは焼入性向上に有用な元素であり、焼入性を調整するために用いる。Ｍｏの添加は同
時にパーライトの組織形態に著しい影響を及ぼし、セメンタイトが分断されたパーライト
を形成する。この結果、被削性を著しく向上させる。また、Ｍｏは焼もどし軟化抵抗を向
上させるので、歯面強度も向上させることができる。さらに、Ｍｏは粒界に偏析するＰ等
の不純物元素を低減させることにより歯元強度及び衝撃特性を向上させる作用があり、本
発明においては好適な元素であるので積極的に添加するが、０．０５％未満の添加ではそ
の効果が小さく、一方０．５％を超えて添加すると高周波焼入のような急速短時間の加熱
ではオーステナイト中への溶解が困難な炭化物を形成するので０．０５～０．５％の範囲
の添加とする。
【００４５】
〔Ｂ：０．０００３～０．００５％〕
Ｂは微量の添加で焼入性を向上させる元素であるので、その他の合金元素を低減させるこ
とができる。また、Ｂは粒界に優先的に偏析し、粒界に偏析するＰの濃度を低減して歯元
強度及び衝撃特性を著しく向上させる元素である。このためには０．０００３％以上の添
加が必要であるが、０．００５％を超えて添加してもその効果は飽和するので０．００５
％以下の添加とする。
【００４６】
〔Ｔｉ：０．００５～０．０５％〕
Ｂの焼入性向上効果はＢが単独に存在する場合に顕著であるが、一方でＢはＮと結合しや
すい元素であり、この場合には上記した好適な効果が消失する。このＢの焼入性向上効果
を、Ｂ以上にＮと結合しやすいＴｉを添加することにより十分発揮させることができるの
で、Ｔｉをこのような場合に用いてもよい。もっとも０．００５％未満の添加ではその効
果は小さい。一方、０．０５％を超えて添加するとＴｉＮが多量に形成される結果、これ
が疲労破壊の起点となって歯元強度及び歯面強度を低下させるので０．０５％未満の添加
とする。
【００４７】
また、ＴｉＮは高周波加熱時のオーステナイト粒径を細粒化する作用があるので、Ｔｉの
単独添加のみでも歯面強度及び疲労強度を向上させる作用がある。この場合にもＴｉ添加
量としては０．００５～０．０５％の範囲が好適である。
【００４８】
〔Ｎｉ：０．１～１．０％〕
Ｎｉはその添加により焼入性を向上させる元素であるのみでなく、衝撃特性を改善する元
素であるので、焼入性を調整する場合または衝撃特性の改善が必要とされる場合に用いて
も良いが、０．１％未満の添加ではその効果が小さいので０．１％以上の添加とする。一
方、Ｎｉは極めて高価な元素であるので、１．０％を超えて添加すると鋼材のコストが上
昇し、本発明の目的に反するので１．０％未満の添加とする。
【００４９】
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本発明においては、またさらに、
Ｖ，Ｎｂの一種以上を含有させることができる。これらの元素の作用を説明する。
【００５０】
高周波焼入プロセスを経る場合には、被処理材の中心部の硬さを確保するために、前熱処
理として焼入焼もどし処理を施す場合がある。しかし、この熱処理はコストを増大させる
ので、なるべくはこれを省略することが望ましい。前処理としての焼入を省略するには、
高周波焼入前の素材硬さを上昇させておく必要がある。そのためには析出強化作用を有す
るＶ及びＮｂの添加が効果的である。
【００５１】
Ｖ及びＮｂの添加量の限定理由は次の通りである。
〔Ｖ：０．０５～０．５％〕
Ｖは析出強化作用の極めて強い元素であるので、高周波焼入前の前熱処理としての焼入焼
もどし処理を省略する必要の有る場合に添加するが、０．０５％未満の添加ではその効果
が小さく、一方、０．５％を超えて添加してもその効果が飽和するので０．０５～０．５
％の添加とする。
【００５２】
また，Ｖは鋼材の焼もどし軟化抵抗を向上させる元素であるから、歯面強度の向上に極め
て有効でもある。
〔Ｎｂ：０．０１～０．５％〕
Ｎｂは析出強化作用の極めて強い元素であるので、高周波焼入前の前熱処理としての焼入
焼もどし処理を省略する必要の有る場合に添加するが、０．０１％未満の添加ではその効
果が小さく、一方、０．５％を超えて添加してもその効果が飽和するので０．０１～０．
５％の添加とする。また、Ｎｂの添加は鋼材の焼もどし軟化抵抗を向上させる元素である
から、歯面強度の向上に極めて有効でもある。
【００５３】
〔Ｏ：０．００１５％以下〕
本発明においては、疲労強度の確保のために、酸化物系非金属介在物の量（個数）および
最大サイズについて、それぞれ２．５個／ｍｍ２ 　 以下および１９μｍ以下に規定する。
この個数を越える酸化物系非金属介在物が存在すると、それぞれの非金属介在物より発生
した疲労亀裂が合体して急速に疲労亀裂が進展し疲労破壊にいたる結果、目標とする疲労
強度を確保する事が困難となるためである。また、最大サイズが１９μｍを越える酸化物
系非金属介在物が存在すると、この非金属介在物より発生する初期亀裂が大きくなり、そ
の結果急速に疲労亀裂が進展して早期に疲労破壊が生じるためである。
【００５４】
酸化物系非金属介在物の量および最大サイズを上記した目標の値以下に制御するためには
、アルミナ等の酸化物系非金属介在物を形成するＯの量を低減する必要がある。そこで本
発明にあっては、鋼中の酸素含有量をＯ：０．００１５％以下に限定する。
【００５５】
更に、本発明においては鋳片より鋼材へ圧延時の断面減少率を９５％以上とする。これも
酸化物系非金属介在物の最大サイズを目標とする１９μｍ以下とするためであり、９５％
未満の断面減少率では酸化物系非金属介在物の最大サイズの目標を達成できず早期に疲労
破壊が生じるからである。
【００５６】
続いて、鍛造条件の限定理由について説明する。
鍛造温度としてＡｃｌ－１００℃～Ａｃ３＋２００℃の範囲に限定するのは、Ａｃｌ－１
００℃未満の温度では変形抵抗が高くて鍛造が困難であり、また、Ａｃ３＋２００℃を越
える温度では、初期のオーステナイト粒径が大きくまた加工後のオーステナイト粒の再結
晶及び粒成長が極めて急速に生じ、このオーステナイトより変態した組織が十分に微細化
しないためである。
【００５７】
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また、鍛造加工率を７０％以上とするのは、これに満たない加工率ではオーステナイトの
微細化が不十分であり、これより変態した鋼のミクロ組織は十分微細化が得られないため
である。また、冷却速度を０．００５℃／ｓ以上と規定するのは、この温度を下回る冷却
速度では変態組織が粗大化するため十分な効果が得られないためである。
【００５８】
次に、本発明の実施例を、比較例と比べながら説明する。
（第１の実施例）
この実施例は、高周波焼入部品における材料鋼の化学組成及び鍛造条件と部品特性との関
係を主として検討したものである。
【００５９】
表１，表２に示す化学組成の鋼を転炉－連続鋳造プロセスにより溶製した。
【００６０】
【表１】

10

(10) JP 3606024 B2 2005.1.5



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６１】
【表２】
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【００６２】
鋳造時の鋳片サイズはＮｏ．１３一２４が２００×２２５ｍｍであり，その他は３００×
４００ｍｍであった。この鋳片をブレークダウン工程を経て１５０ｍｍ角ビレットに圧延
したのち、直径３９～９５ｍｍの棒鋼に圧延した。この棒鋼を用いて熱間鍛造により直径
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３０ｍｍの棒鋼とした。この際、鍛造温度及び加工率を種々に変化させた。これらを素材
として、直径８ｍｍ平滑の回転曲げ疲労試験片及び直径２７ｍｍの転動疲労試験片を作製
し、１５ｋＨｚの高周波焼人試験機により表面焼入を行い、その後１８０℃×２ｈの焼も
どし処理を行った。また、直径３０ｍｍの鍛造材に同一の高周波焼人焼もどし処理を行い
、この表面近傍より２ｍｍｌ０Ｒノッチの衝撃試験片を作製した。
【００６３】
また、転炉－連続鋳造プロセスにて溶製し、上記と同じプロセスを経て直径５０ｍｍに圧
延し、その後直行３０ｍｍに熱間鍛造したＳＣｒ４２０鋼及び改良鋼を用いて上記と同様
の試験片を作製し、これらに９３０℃×４ｈ（炭素ポテンシャル０．８８）→焼入の浸炭
処理を施し、１８０℃×２ｈの焼もどしを施した。
【００６４】
表３，表４に高周波焼入焼もどし後のオーステナイト粒径，各鋼のＡｃ３温度，鍛造条件
，圧延時の断面減少率，及び酸化物系非金属介在物の個数及び最大サイズを示した。
【００６５】
ここで、オーステナイト粒径は高周波焼入れまたは浸炭焼人れ後の素材の表面部よりサン
プルを採取し、ピクリン酸飽和水溶液に界面活性剤を添加した腐食液により腐食してオー
ステナイト粒を現出し、画像解析装置によりその平均粒径を測定した。また、Ａｃ３温度
は、圧延後の鋼材より直径３ｍｍ×長さ１０ｍｍの熱膨張試験片を作製し、これを３℃／
ｍｉｎの昇温速度で昇温して、その時の熱膨張曲線より求めた値である。また、酸化物系
非金属介在物は、圧延後の鋼材より光学顕微鏡用試験片を作製した。この試験片について
画像解析装置を用いて３２０ｍｍ２ 　 の領域を検査し、その領域中に存在する非金属介在
物の個数及びサイズを求め、最大サイズ及び単位面積当たりの個数を決定した。
【００６６】
【表３】
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【００６７】
【表４】
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【００６８】
これらの試料を用いて衝撃試験，回転曲げ疲労試験及び転動疲労試験を実施した。
衝撃試験は、シャルピー衝撃試験機を用いて＋２０℃の条件により行った。
【００６９】
疲労試験は、小野式回転曲げ疲労試験機を用いて常温で３６００ｒｐｍの速度で実施した
。
転動疲労試験は、試験片に直径１３０ｍｍのローラを押し付けることにより、３６７７Ｍ
Ｐａの接触応力を与え、表面にピッチングが生じるまでの時間で寿命を評価した。
【００７０】
これらの結果を表５に一括して示す。
【００７１】
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【表５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【００７２】
Ｎｏ．１～Ｎｏ．１２は本発明例である。
Ｎｏ．１３～２４及びＮｏ．２９～３１は、鍛造温度または鍛造後の冷却速度が本発明の
範囲外の比較例である。
【００７３】
Ｎｏ．２５～２８は、酸化物系非金属介在物の最大サイズが本発明の範囲外の場合の比較
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例である。また、鋼Ｎｏ．３３，３４及び３６～３９は化学組成が本発明の範囲外の比較
例である。
【００７４】
Ｎｏ．３２～４０は、化学組成が本発明の範囲外の比較例である。
Ｎｏ．４１は、浸炭鋼として多用されているＪＩＳ　ＳＣｒ４２０相当鋼（従来例）であ
る。また、Ｎｏ．４２はＪＩＳ鋼を改良した高強度浸炭鋼（従来例）である。
【００７５】
比較例Ｎｏ．１３～２４及びＮｏ．２９～３１は、従来の浸炭鋼（Ｎｏ．４１）であるＳ
Ｃｒ４２０鋼とほぼ同等以上の特性を有しているが、本発明例に比較して衝撃特性が劣っ
ており、Ｎｏ．４２の高強度浸炭鋼と比較してもそれは劣っている。
【００７６】
Ｎｏ．２５～２８は、圧延時の断面減少率が９４．１％であって、 本発明の範
囲（９５％以上）外にあり、そのため酸化物系非金属介在物の最大サイズが 本
発明の範囲外にある。その結果、転動疲労寿命が従来の浸炭鋼（Ｎｏ．４１）よりも劣っ
ている。また、 本発明例と比較して疲労強度が低い。
【００７７】
Ｎｏ．３２は、Ｃ量が本発明の範囲を上回る場合であり、疲労強度及び転動疲労寿命は向
上しているが、衝撃値が従来浸炭鋼（Ｎｏ．４１）を下回っている。Ｎｏ．３３は、Ｃ量
が本発明の範囲を下回る場合であり、表面硬さの不足により疲労強度及び転動疲労寿命が
従来の浸炭鋼ＳＣｒ４２０よりも極端に低下している。
【００７８】
Ｎｏ．３４は、Ｓｉ量が本発明の範囲を下回る場合であり、転動疲労寿命が極端に低下し
ている。
Ｎｏ．３５は、Ｍｎ量が本発明の範囲を超える場合であり、残留オーステナイトの増加に
より転動疲労寿命が従来浸炭鋼（Ｎｏ．４１）よりも低下している。
【００７９】
Ｎｏ．３６は、Ｐ量が本発明の範囲を超える場合であり、疲労強度及び転動疲労寿命が従
来浸炭鋼（Ｎｏ．４１）を下回っている。
Ｎｏ．３７は、Ｓ量が本発明の範囲を超える場合であり、疲労強度及び転動疲労寿命が従
来浸炭鋼（Ｎｏ．４１）を下回っている。
【００８０】
Ｎｏ．３８は、Ａｌ量が本発明の範囲を下回る場合であり、オーステナイト粒径が粗大化
し、衝撃値が従来浸炭鋼（Ｎｏ．４１）を下回っている。
Ｎｏ．３９は、Ｔｉ量が本発明の範囲を超える場合であり、転動疲労寿命が従来浸炭鋼（
Ｎｏ．４１）を下回っている。
【００８１】
Ｎｏ．４０は、Ｏ量が本発明の範囲を超える場合であり、このため酸化物系非金属介在物
の個数及び最大サイズともに本発明の範囲を超えている。この結果、転動疲労寿命が従来
浸炭鋼（Ｎｏ．４１）を下回っている。
【００８２】
すなわち、比較鋼Ｎｏ．１３～２４以外の比較鋼の場合には、諸特性の内いずれかがＳＣ
ｒ４２０あるいは高強度浸炭用鋼よりも低い値となっているのに対し、比較鋼Ｎｏ．１３
～２４の場合は衝撃値，疲労強度，転動疲労寿命のいずれの特性も従来浸炭鋼ＳＣｒ４２
０よりも優れる。
【００８３】
ところが、さらに本発明例にあっては、上記比較鋼Ｎｏ．１３～２４に比較して格段に衝
撃特性が向上し、高強度浸炭鋼とほぼ同等またはそれ以上の値である。かくして、本発明
を用いることにより、浸炭鋼より生産性の高い高周波焼入に歯車の製造プロセスを変更し
て、歯車の製造コストの低減に資するところ大であるのみならず、さらに優れた衝撃特性
，疲労強度および転動疲労寿命を付与することが可能である。
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【００８４】
（第２の実施例）
この実施例は、高周波焼入部品における材料鋼の化学組成及び鍛造条件と部品特性との関
係と共に、被削性についても検討したものである。
【００８５】
表６に示す化学組成の鋼を転炉－連続鋳造プロセスにより溶製した。
【００８６】
【表６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８７】
表６に示す化学組成の鋳片を、ブレークダウン工程を経て１５０ｍｍ角ビレットに圧延し
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た後、直径３０～８０ｍｍの棒鋼に圧延した。この棒鋼を、熱間鍛造により棒鋼とし、こ
れを８４５℃の温度に３０分間保持して焼入れた後、５５０℃で焼もどしした。この焼入
焼戻しされた棒鋼を素材として、直径２７ｍｍの転動疲労試験片を作製し、１５ｋＨｚの
高周波焼入試験機により表面焼入し、その後１８０度℃×２時間の焼もどし処理を行った
。また、上記素材に同様の熱処理を施し、その表面近傍より２ｍｍｌ０Ｒノッチの衝撃試
験片を作製した。
【００８８】
また、表６にＮｏ．１３３で示されているＳＣｒ４２０の規格の鋼を転炉－連続鋳造プロ
セスにより溶製し、上記と同じプロセスを経て直径５０～９０ｍｍの棒鋼に圧延し、その
後鍛造条件を変えて直径１５～３０ｍｍまでのサイズに熱間鍛造した。このＳＣｒ４２０
の棒鋼を用いて上記と同様の試験片を作製し、この試験片に９３０℃×４時間の浸炭処理
（炭素ボテンシャル０．８８）→焼入れ処理を施し、さらに１８０℃×２時間の焼もどし
を施し、後述するＮｏ．１３３の試験片とした。
【００８９】
表７に、鍛造条件，温度等の詳細を示す。
【００９０】
【表７】
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【００９１】
これらの試料を用い、先の第１の実施例の場合と同様の衝撃試験，回転曲げ疲労試験及び
転動疲労試験を実施した。
また、熱間鍛造のままの状態で、超硬工具Ｐ１０を用いて切込２ｍｍ，送り０．２５ｍｍ
／ｒｅｖ．，切削速度２００ｍ／ｍｉｎの条件で切削試験を行った。被削性は、逃げ面摩
擦０．２ｍｍに達するまでの切削時間により評価した。
【００９２】
これらの結果を表８に示す。
【００９３】
【表８】
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【００９４】
表６，表７のＮｏ．と表８のＮｏ．とは対応している。鋼Ｎｏ．１０１～Ｎｏ．１１２ま
では本発明例である。Ｎｏ．１１１Ａ及び１１２Ａも本発明の例であり、Ｎｏ．１１１及
び１１２の鋼を用いてそれぞれ焼入焼戻し処理を省略した例である。
【００９５】
Ｎｏ．１１３～Ｎｏ．１２４ＡはＮｏ．１０１～Ｎｏ．１１２Ａと鋼の化学組成は同一で
あるが、鍛造条件が本発明の範囲外の比較例である。
Ｎｏ．１２５は、Ｓｉが本発明の範囲外を下回る比較例であり、転動疲労寿命が極端に低
下している。
【００９６】
Ｎｏ．１２６は、Ｍｎが本発明の範囲を越える場合であり、被削性が劣化している。
Ｎｏ．１２７は、Ｐが本発明の範囲を越える場合であり、衝撃値及び疲労強度が低下し、
Ｎｏ．１３３の従来鋼よりもその特性は劣っている。
【００９７】
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Ｎｏ．１２８は、Ｓが本発明の上限を越える場合であり、衝撃値，疲労強度及び転動疲労
寿命がＮｏ．１３３の従来鋼よりも劣っている。
Ｎｏ．１２９は、Ａｌが本発明を下回る場合であり、この結果Ｏ量が増加し疲労強度及び
転動疲労寿命がともに極端に低下し、Ｎｏ．１３３の従来鋼よりも極端に低下している。
【００９８】
Ｎｏ．１３０は、Ｃ量が本発明の範囲を越える場合であり、被削性及び衝撃値が従来鋼よ
りも低下している。
Ｎｏ．１３１は、Ｎが本発明の範囲を下回っている比較例であり、衝撃値がＮｏ．１３３
の従来鋼よりも低下している．
Ｎｏ．１３２は、Ｃ量が本発明を下回る場合であり、疲労強度及び転動疲労寿命が従来鋼
よりも劣っている。
【００９９】
以上のように、Ｎｏ．１２５～１３２の比較例はＮｏ．１３３の従来例に比べていずれか
の特性が劣っている。
Ｎｏ．１１３～１２４Ａの比較例に関しては、従来鋼の水準を満足している。しかし、本
発明例のＮｏ．１０１～１１２Ａに比べると衝撃値が低い。
【０１００】
すなわち、本発明例は、衝撃値が特に向上している。
（第３の実施例）
次に、本発明の第３実施例について説明する。この実施例では、化学組成のみでなく、酸
化物系非金属介在物の量及びサイズを限定した。
【０１０１】
表９及び表１０に示す化学組成の鋼を転炉‐連続鋳造プロセスにより溶製した。
【０１０２】
【表９】
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【０１０３】
【表１０】
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【０１０４】
これらの鋼について、第２の実施例と同様の方法により各特性の評価を行った。
表１１および表１２に、鍛造条件，温度等の詳細を示す。
【０１０５】
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【表１１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１０６】
【表１２】
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【０１０７】
また、各特性の評価結果を表１３及び表１４に示す。
【０１０８】
【表１３】
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【０１０９】
【表１４】
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【０１１０】
Ｎｏ．１３４～１４５は本発明例である。
一方、Ｎｏ．１４６～１５７は、化学組成はＮｏ．１３４～１４５の発明例と同一である
が、鍛造条件が本発明の範囲外の比較例である。
【０１１１】
また、Ｎｏ．１５８～１６９は他の本発明例である。
一方、Ｎｏ．１７０～１７６は、化学組成はＮｏ．１５８～１６１及びＮｏ．１６７～１
６９の発明例と同一であるが、鍛造条件が本発明の範囲外の比較例である。
【０１１２】
Ｎｏ．１７７～１８４は化学組成が本発明の範囲外の比較例である。
Ｎｏ．１８５は従来鋼であるＪＩＳ　ＳＣｒ４２０鋼である。
Ｎｏ．１８６はＪＩＳ鋼を改良した従来例の高強度浸炭用鋼である．
Ｎｏ．１３４～Ｎｏ．１４５の発明例は、酸化物系非金属介在物及び鍛造条件を規定して
いるため、いずれの特性も従来例であるＮｏ．１８６の高強度浸炭用鋼と同等以上である
。
【０１１３】
Ｎｏ．１４６～１５７の比較例は、鍛造条件が本発明の範囲外であるため、Ｎｏ．１３４
～Ｎｏ．１４５の本発明例に比較して衝撃特性は劣るが、Ｎｏ．１８５のＳＣｒ４２０鋼
よりもいずれの特性も優れている。
【０１１４】
Ｎｏ．１５８～１６９の発明例は、Ｎｏ．１３４～１４５の発明例と化学組成は同一であ
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るが、酸化物系非金属介在物の点では劣っているため、転動疲労寿命はＮｏ．１３５～１
４５の場合に比較して劣っている。しかし、その転動疲労寿命をはじめ、衝撃値，疲労強
度，工具寿命などの特性は、いずれも従来鋼のＳＣｒ４２０鋼よりも優れている。
【０１１５】
Ｎｏ．１７０～Ｎｏ．１７６の比較例は、発明例Ｎｏ．１５８～１６１及びＮｏ．１６７
～１６９と化学組成は同一であるが、鍛造条件が本発明の範囲外であるため、衝撃特性が
劣っている。
【０１１６】
Ｎｏ．１７７の比較例は、Ｓｉ量が本発明の範囲を下回り、転動疲労寿命が低下している
。
Ｎｏ．１７８の比較例は、Ｍｎ量が本発明の範囲を越えており、被削性の劣化が著しい。
【０１１７】
Ｎｏ．１７９の比較例は、Ｐ量が本発明の上限を越えており、衝撃値及び疲労強度の低下
が著しく、従来鋼ＳＣｒ４２０よりもその特性は劣っている。
Ｎｏ．１８０の比較例は、Ｓ量が本発明の上限を越えており、衝撃値，疲労強度および転
動疲労寿命が従来鋼ＳＣｒ４２０よりも劣っている。
【０１１８】
Ｎｏ．１８１の比較例は、Ａｌ量が本発明を下回り、この結果、Ｏ量が増加して疲労強度
及び転動疲労寿命がともに極端に低下し、従来鋼ＳＣｒ４２０を下回っている。
【０１１９】
Ｎｏ．１８２はＣ量が本発明の上限を越える比較例であり、衝撃値及び被削性が従来鋼よ
りも低下している。
Ｎｏ．１８３の比較例は、Ｎ量が本発明の範囲を下回っており、衝撃値が従来鋼のＳＣｒ
４２０よりも劣っている。
【０１２０】
Ｎｏ．１８４の比較例は、Ｃ量が本発明の範囲を下回っている場合であり、疲労強度及び
転動疲労寿命が従来鋼のＳＣ４２０よりも劣っている。
以上説明したように、本発明を適用することにより、浸炭プロセスを経て製造される歯車
と同等以上の特性を有する歯車を、生産性の高い高周波焼入れプロセスにおいて確保する
ことが可能である。
【０１２１】
【発明の効果】
本発明によれば、鋼の化学組成、酸化物系非金属介在物の個数及びサイズを規制し、かつ
二次加工プロセスにおける熱間鍛造条件を規定することにより、従来は浸炭プロセスで製
造される歯車等の機械部品に生産性の良い高周波焼入れを適用することが可能となり、そ
の結果、浸炭品と同等以上の特性を有する部品を容易に量産できるという効果を奏する。
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